
安城市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時における民間木造住宅の倒壊等による災害を防止

するため、市が実施する専門家耐震診断又は一般財団法人愛知県建築住宅センタ

ーが実施する住宅耐震（現地）診断の判定値に基づき耐震改修工事を行う場合に

予算の範囲内において交付する安城市民間木造住宅耐震改修費補助金に関し、安

城市補助金等の予算執行に関する規則（昭和３９年安城市規則第１６号。以下「

規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）民間木造住宅 次のいずれにも該当する住宅をいう。 

  ア 在来の木造軸組構法又は伝統構法で建築された平家建て又は２階建てのも

の 

  イ 戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅であるもの（店舗等の用途を兼ねる

ものにあっては、当該用途の用に供する部分の面積が当該住宅の延べ面積の

２分の１未満のものに限る。） 

  ウ 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの 

  エ 現に居住の用に供しているもの 

（２）木造住宅耐震診断 次のいずれかの耐震診断をいう。 

  ア 愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱（平成１４年７月１日施行）第２条第

３号に規定する木造住宅耐震診断に基づいて市が実施する専門家耐震診断 

  イ 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断 

（３）判定値 次のいずれかの数値をいう。 

  ア 愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第２条第３号に規定する木造住宅耐震

診断による判定値 

  イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」

の一般診断法又は精密診断法による評点 

（４）耐震改修工事（一般型） 次のいずれかの耐震改修工事をいう。 

  ア 前号ア又はイ（平成１７年度以前に実施された診断に係る場合を除く。）

において判定値が０．７未満と診断された民間木造住宅について、判定値を



１．０以上とする耐震改修工事 

イ 前号アにおいて判定値が０．７以上１．０未満と診断された民間木造住宅

について、判定値を０．３加算した数値以上とする耐震改修工事 

  ウ 前号イ（平成１７年度以前に実施された診断に係る場合に限る。）におい

て評点が８０点未満と診断された民間木造住宅について、同号アにおける判

定値を１．０以上とする耐震改修工事 

（５）耐震改修工事（段階型（１段階目）） 次のいずれかの耐震改修工事をいう。 

  ア 第３号ア又はイ（平成１７年度以前に実施された診断に係る場合を除く。

）において判定値が０．４以下と診断された民間木造住宅について、判定値

を０．７以上１．０未満とする耐震改修工事 

  イ 第３号イ（平成１７年度以前に実施された診断に係る場合に限る。）にお

いて評点が４０点以下と診断された民間木造住宅について、同号アにおける

判定値を０．７以上１．０未満とする耐震改修工事 

ウ 第３号ア又はイ（平成１７年度以前に実施された診断に係る場合を除く。

）において判定値が１．０未満と診断された２階建ての民間木造住宅につい

て、１階部分の判定値を１．０以上とする耐震改修工事（２階部分の判定値

が１．０未満のものに限る。） 

  エ 第３号イ（平成１７年度以前に実施された診断に係る場合に限る。）にお

いて評点が８０点未満と診断された２階建ての民間木造住宅について、１階

部分の同号アにおける判定値を１．０以上とする耐震改修工事（２階部分の

判定値が１．０未満のものに限る。） 

（６）耐震改修工事（段階型（２段階目）） 前号ア若しくはイの耐震改修工事に

係る補助金を受けた民間木造住宅について、判定値を１．０以上とする耐震改

修工事又は前号ウ若しくはエの耐震改修工事に係る補助金を受けた民間木造住

宅について、判定値を１．０以上とし、かつ０．３加算した数値以上とする耐

震改修工事 

（７）耐震改修工事（簡易型） 第３号ア又はイ（平成１７年度以前に実施された

診断に係る場合を除く。）において判定値が１．０未満と診断された民間木造

住宅について、判定値を０．１加算した数値以上とする耐震改修工事をいう。

ただし、耐震上有効なものに限る。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとす



る。 

（１）市内の民間木造住宅（過去に安城市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業

補助金交付要綱（平成２８年４月１日施行）に基づく補助金の交付を受けてい

るもの（同要綱に基づく耐震診断費補助事業に係る補助のみを受けたものを除

く。）を除く。）に耐震改修工事を行う者（当該民間木造住宅の所有者以外の

者については、当該所有者の同意を得られた者に限る。）であること。 

（２）補助金の交付決定の通知があった日の属する年度の２月末日までに当該耐震

改修工事を完了する者であること。 

（３）市税の滞納がないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりと

する。  

２ 補助金の交付は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第１

号に規定する敷地ごとに、１回限りとする。ただし、第２条第６号の耐震改修工

事に係る補助金は、同条第５号の耐震改修工事に係る補助金と重複して交付する

ことができる。 

 （補助金交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、耐震改

修工事に着手する前に、安城市民間木造住宅耐震改修費補助金交付申請書（様式

第１）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）耐震改修工事の概要を明らかにする書類（建築士の記名及び押印のあるもの

に限る。） 

（２）耐震改修工事見積書 

（３）案内図 

（４）木造住宅耐震診断の結果報告書等の写し 

（５）耐震補強計算書（改修後の判定値が分かる書類） 

（６）現況平面図 

（７）耐震改修計画図その他改修方法を示す図書 

（８）市税の滞納がないことを証明する書類（ただし、市税の閲覧同意をした場合

は不要） 



（９）耐震改修工事を行う住宅の建築年の分かる書類 

（１０）その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、安城市民間木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書

（様式第２）により申請者に通知する。 

 （計画の変更） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者は、耐震改修工事の内容を変更しようとする

場合は、安城市民間木造住宅耐震改修費補助金変更交付申請書（様式第３）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に

変更を生じない場合には、当該書類（第２号を除く。）の提出で足りるものとす

る。 

（１）変更の概要を明らかにする書類（建築士の記名及び押印のあるものに限る。 

  ） 

（２）変更後の耐震改修工事見積書 

（３）変更後の耐震補強計算書（改修後の判定値が分かる書類） 

（４）変更後の耐震改修計画図その他改修方法を示す図書 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、安城市民間木造住宅耐震改修費補助金変更交付決定通知書（様式第

４）により申請者に通知するものとする。 

 （工事の取りやめ） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（前条第２項の規定により変更交付決定を受

けた者を含む。以下同じ。）は、事情により耐震改修工事を取りやめる時は、安

城市民間木造住宅耐震改修費耐震改修工事取りやめ届（様式第５）を市長に提出

しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者は、耐震改修工事が完了したときは、速やか

に安城市民間木造住宅耐震改修費補助金実績報告書（様式第６）に工事の請負業

者による耐震改修工事が完了したことの証明及び次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

（１）耐震改修工事の契約書の写し 



（２）耐震改修工事の領収書の写し 

（３）工事着手前、工事施工中及び工事完了後の写真 

（４）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の取消し及び補助金の返還） 

第１０条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

場合には、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一

部について期限を定めて返還を命ずるものとする。 

（１）虚偽の申請その他不正の行為により、補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反

したとき。 

（３）第３条第２号に定める期日までに耐震改修工事が完了しないとき。 

（４）その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 第４条第１項の規定にかかわらず、令和４年２月末日までに耐震改修工事（一

般型）を完了する者であって、市内に住所又は事業所の所在地を有する者に当該

工事を請け負わせるものに対する補助金の額は、同項の規定により算出した額に

１０万円を加えた額とする。ただし、耐震補強工事費及び改修設計費の合計額を

限度とする。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 



１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、平成２２年４月１日以後に受理した補助金交付申請に

係る補助金について適用し、同日前に受理した補助金交付申請に係る補助金につ

いては、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年６月２７日から施行する。 

２ 安城市民間木造住宅耐震化緊急支援事業交付要綱（平成２３年３月１０日施行

）に基づく補助金の交付を受ける者に係る補助金の額は、改正後の別表の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

補助金の交付

の対象となる

経費 

耐震改修工事に要する費用のうち、次に掲げるもの 

（１）耐震補強工事費 建物の耐震補強に関わる工事（耐震

補強工事に附帯する工事を含む。）に要する費用 

（２）改修設計費 耐震補強工事に関わる設計等に要する費

用 

補助金の額 １ 耐震改修工事（一般型） 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計 

（１）基本分 耐震補強工事費の８０パーセントの額（１０

０万円を限度とし、その額に１，０００円未満の端数が

ある場合は切り捨てるものとする。）。 



（２）上乗せ分 耐震補強工事費と改修設計費（１０万円を

限度とする。）との総額（１２０万円を限度とする。）

から前号により算出した額を減じた額（その額に１，０

００円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとす

る。） 

２ 耐震改修工事（段階型（１段階目）） 

  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計 

（１）基本分 耐震補強工事費の額（５０万円を限度とし、

その額に１，０００円未満の端数がある場合は切り捨て

るものとする。） 

（２）上乗せ分 耐震補強工事費と改修設計費（１０万円を

限度とする。）との総額（６０万円を限度とする。）か

ら前号により算出した額を減じた額（その額に１，００

０円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

） 

３ 耐震改修工事（段階型（２段階目）） 

  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計 

（１）基本分 耐震補強工事費の８０パーセントの額（５０

万円を限度とし、その額に１，０００円未満の端数があ

る場合は切り捨てるものとする。） 

（２）上乗せ分 耐震補強工事費と改修設計費（１０万円を

限度とする。）との総額（６０万円を限度とする。）か

ら前号により算出した額を減じた額（その額に１，００

０円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

） 

４ 耐震改修工事（簡易型） 

   耐震補強工事費の２分の１の額又は３０万円のいずれ

か低い額（その額に１，０００円未満の端数がある場合

は、切り捨てるものとする。） 

 


